
（メール施行）

事 管 第 ４ １ ５ 号

平成２６年３月２７日

部内関係課（室）長
殿

部内各地方機関の長

土 木 部 長

（公印省略）

アスファルト舗装工事における下請負制限の一部緩和の試行期間の

延長について（通知）

平成２４年７月２６日事管第１５７号で通知したこのことについて，下記のとおり試行

期間を延長しますので，適切に事務処理願います。

記

１ 試行内容

(1) 下請負制限の一部緩和

舗装の下請制限対象工事において，アスファルト舗装工に係る施工部分（表層工，

基層工，上層路盤工）の一部を含み請負代金額の５割未満の部分について下請負に

よる施工を認める。

なお，アスファルト舗装工に係る施工部分は受注者及び下請負による自社施工と

する。

(2) 提出様式

舗装関係職員等届出書（様式１震災試行），機械調書（様式３）

舗装工事施工職員等専任書（様式４震災試行，様式４－２震災試行）

※アスファルト舗装工に係る施工部分の一部を下請負により施工する場合は様式

４－２震災試行を提出するものとする。

２ 試行対象工事

東日本大震災に伴う復旧・復興工事（復興ＪＶによる舗装工事は対象とするが，通

常工事は対象としない）

３ 試行期間

平成２６年４月１日以降に入札公告する工事に適用し，試行期間は当分の間までと

する。

４ その他

(1) 改正内容等の周知について

入札参加者等へ改正内容等を周知するため，別紙を閲覧所等に掲示願います。

(2) ダイレクト入札の入札公告及び入札参加条件設定調書について

ダイレクト入札における入札公告は参考１のとおりとする。

担当
土木部事業管理課技術企画班

電話

022-211-3187

写



（メール施行）

事 管 第 ４ １ ５ 号

平成２６年３月２７日

出 納 局 長

農林水産部長 殿

企 業 局 長

土 木 部 長

（公印省略）

アスファルト舗装工事における下請負制限の一部緩和の

試行期間の延長について（通知）

このことについては，別紙のとおり土木部内各課長及び各公所長あて通知しましたので，

参考に願います。

担当

土木部事業管理課技術企画班

電話

022-211-3187

写



別紙

平成２６年３月２７日

舗装工事業者のみなさまへ

アスファルト舗装工事における下請負制限の一部緩和の試行について

本県では，公共工事の適正な執行を図るため，アスファルト舗装工事における

下請負の制限等を実施してきたところでありますが，「東日本大震災」からの早

期の復旧復興のため，下記のとおり試行として一部緩和しましたので，お知らせ

するとともに，引き続き御理解と御協力をお願いします。

記

１ 試行内容

(1)下請負制限の一部緩和

舗装の下請制限対象工事において，アスファルト舗装工に係る施工部分（表

層工，基層工，上層路盤工）の一部を含み請負代金額の５割未満の部分につい

て下請負による施工を認める。

なお，アスファルト舗装工に係る施工部分は受注者及び下請負による自社

施工とする。

(2)提出様式

舗装関係職員等届出書（様式１震災試行），機械調書（様式３）

舗装工事施工職員等専任書（様式４震災試行，様式４－２震災試行）

※アスファルト舗装工に係る施工部分の一部を下請負により施工する場合は

様式４－２震災試行を提出するものとする。

※様式掲載箇所

・（様式１，３）契約課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：必読 工事関連様式集

URL：http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/25217.xls

・（様式４）事業管理課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：提出書類様式

URL：http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/41528.xls

２ 試行対象工事

東日本大震災に伴う復旧・復興工事（復興ＪＶによる舗装工事は対象とするが，

通常工事は対象としない）

３ 試行期間

平成２６年４月１日以降に入札公告する工事に適用し，試行期間は当分の間と

する。



（
様

式
１

）
震

災
試

行
平

成
２

６
年

４
月

１
日

以
降

に
入
札

公
告

す
る

工
事

に
適

用
舗

装
関

係
職

員
等

届
出

書
平

成
年

月
日

（
知

事
又

は
公

所
長

）
殿

住
所

商
号
又
は

名
称

代
表

者
氏

名

○
○
○

○
工

事
を

請
け

負
う

に
当

た
り

、
入

札
公

告
に

示
さ

れ
た

条
件

に
従

い
、

舗
装

関
係

職
員

及
び

機
械
の

保
有

等
に

関
す

る
書

類
を

届
け

出
ま

す
。

記

（
1
）

事
業

所
に

配
置

す
る

舗
装

技
術

者

１
級

又
は

２
級
舗

装
施

工
管

理
技

術
者

直
近

10
年

氏
名

現
住

所
採

用
年

月
日

間
の

実
務

級
種

取
得

年
月

日
資

格
番

号
経

験
年
数

※
１

級
又

は
２

級
舗

装
施

工
管

理
技

術
者

は
資

格
者

証
の

写
し

を
、

現
場

監
督

経
験

を
資

格
要

件
と

す
る

場
合

は
舗

装
工

事
実

務
経

験
調

書
（

様
式

２
）

を
作

成
し

添
付

す
る

こ
と

。

（
2
）

舗
装

関
係

職
員

調
書

資
格

・
免

許
等

実
務

職
名

氏
名

現
住

所
採

用
年
月

日
経

験
取

得
年

月
日

資
格

名
等

年
数

(
3
)

施
工

形
態

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

工
に

係
る

施
工

部
分

全
て

自
社

施
工

・
一

部
下

請
負

ど
ち

ら
か

に
○

を
つ

け
る

記
載

要
領

１
）

舗
装

関
係

職
員

調
書

は
、

指
定

し
た

部
分

等
の

舗
装

工
事

の
施

工
に

従
事

す
る

、
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
ー

、
マ

カ
ダ

ム
ロ

ー
ラ

ー
、

タ
イ

ヤ
ロ

ー
ラ

ー
の

そ
れ

ぞ
れ

の
運

転
手

、
補

助
作

業
員

（
レ

ー
キ

マ
ン

）
等

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
（

複
数

名
の

記
載

可
）

た
だ

し
、

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

フ
ィ

ニ
ッ

シ
ャ

ー
に

係
る

施
工

部
分

を

下
請

負
さ

せ
る

場
合

は
、

当
該

運
転

手
の

記
載

を
要

し
な

い
。

２
）

資
格

・
免

許
等

の
欄

は
、

職
名

欄
に

記
載

し
た

職
務

を
遂

行
す

る
上

で
必

要
な

資
格

・
免

許
等

の
取

得
年

月
日

と
そ

の
名

称
（

ロ
ー

ラ
ー

運
転

の
業

務
特

別
教

育
終

了
、

大
型

特
殊

運
転

免
許

等
）

を
記

載
す

る
こ

と
。

３
）

雇
用

関
係

が
確

認
で

き
る

下
記

の
何

れ
か

の
資

料
を

添
付

す
る

こ
と

。

①
健

康
保

険
・

厚
生

年
金

保
険

被
保

険
者

標
準

報
酬

決
定

通
知

書
（

新
規

雇
用

者
の

場
合

：
健

康
保
険

・
厚

生
年

金
保

険
資

格
取

得
確

認
お

よ
び

標
準

報
酬

決
定

通
知

書
）

②
住

民
税

特
別

徴
収

税
額

の
決

定
・

変
更

通
知

書



（
様

式
２

）

舗
装

技
術

者
実

務
経

験
調

書

職
名

氏
名

現
住

所
生

年
月

日

所
属

会
社

名
発

注
者

名
従

事
し

た
工

事
（

工
事

番
号

・
工

事
名

）
職

務
内

容
（

技
術

者
等

の
名

称
）

期
間

年
月

日
か

ら

年
月

日
ま

で

年
月

日
か

ら

年
月

日
ま

で

年
月

日
か

ら

年
月

日
ま

で

年
月

日
か

ら

年
月

日
ま

で

年
月

日
か

ら

年
月

日
ま

で

年
月

日
か

ら

年
月

日
ま

で

上
記

の
と

お
り

相
違

あ
り

ま
せ

ん
。

平
成

年
月

日
氏

名
印

記
載

要
領

１
）

こ
の

調
書

は
，

舗
装

関
係

職
員

届
出

書
に

記
載

し
た

事
業

所
に

配
置

す
る

舗
装

技
術

者
の

う
ち

、
舗

装
工

事
に

関
す

る
現

場
監

督
経

験
（

民
間

工
事

を
除

く
）

を
資

格

要
件

と
す

る
技

術
者

に
つ

い
て

作
成

す
る

も
の

と
し

、
実

務
経

験
年

数
を

確
認

で
き

る
よ

う
記

載
す

る
こ

と
。

２
）

技
術

者
が

１
・

２
級

舗
装

施
工

管
理

技
術

者
の

場
合

は
、

こ
の

調
書

を
作

成
す

る
必

要
は

な
い

。



（
様

式
１

）
震

災
試

行
平

成
２

６
年

４
月

１
日

以
降

に
入
札

公
告

す
る

工
事

に
適

用
舗

装
関

係
職

員
等

届
出

書
平

成
年

月
日

（
知

事
又

は
公

所
長

）
殿

住
所

商
号
又
は

名
称

代
表

者
氏

名

○
○
○

○
工

事
を

請
け

負
う

に
当

た
り

、
入

札
公

告
に

示
さ

れ
た

条
件

に
従

い
、

舗
装

関
係

職
員

及
び

機
械
の

保
有

等
に

関
す

る
書

類
を

届
け

出
ま

す
。

記

（
1
）

事
業

所
に

配
置

す
る

舗
装

技
術

者

１
級

又
は

２
級
舗

装
施

工
管

理
技

術
者

直
近

10
年

氏
名

現
住

所
採

用
年

月
日

間
の

実
務

級
種

取
得

年
月

日
資

格
番

号
経

験
年
数

※
１

級
又

は
２

級
舗

装
施

工
管

理
技

術
者

は
資

格
者

証
の

写
し

を
、

現
場

監
督

経
験

を
資

格
要

件
と

す
る

場
合

は
舗

装
工

事
実

務
経

験
調

書
（

様
式

２
）

を
作

成
し

添
付

す
る

こ
と

。

（
2
）

舗
装

関
係

職
員

調
書

資
格

・
免

許
等

実
務

職
名

氏
名

現
住

所
採

用
年
月

日
経

験
取

得
年

月
日

資
格

名
等

年
数

(
3
)

施
工

形
態

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

工
に

係
る

施
工

部
分

全
て

自
社

施
工

・
一

部
下

請
負

ど
ち

ら
か

に
○

を
つ

け
る

記
載

要
領

１
）

舗
装

関
係

職
員

調
書

は
、

指
定

し
た

部
分

等
の

舗
装

工
事

の
施

工
に

従
事

す
る

、
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
ー

、
マ

カ
ダ

ム
ロ

ー
ラ

ー
、

タ
イ

ヤ
ロ

ー
ラ

ー
の

そ
れ

ぞ
れ

の
運

転
手

、
補

助
作

業
員

（
レ

ー
キ

マ
ン

）
等

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
（

複
数

名
の

記
載

可
）

た
だ

し
、

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

フ
ィ

ニ
ッ

シ
ャ

ー
に

係
る

施
工

部
分

を

下
請

負
さ

せ
る

場
合

は
、

当
該

運
転

手
の

記
載

を
要

し
な

い
。

２
）

資
格

・
免

許
等

の
欄

は
、

職
名

欄
に

記
載

し
た

職
務

を
遂

行
す

る
上

で
必

要
な

資
格

・
免

許
等

の
取

得
年

月
日

と
そ

の
名

称
（

ロ
ー

ラ
ー

運
転

の
業

務
特

別
教

育
終

了
、

大
型

特
殊

運
転

免
許

等
）

を
記

載
す

る
こ

と
。

３
）

雇
用

関
係

が
確

認
で

き
る

下
記

の
何

れ
か

の
資

料
を

添
付

す
る

こ
と

。

①
健

康
保

険
・

厚
生

年
金

保
険

被
保

険
者

標
準

報
酬

決
定

通
知

書
（

新
規

雇
用

者
の

場
合

：
健

康
保
険

・
厚

生
年

金
保

険
資

格
取

得
確

認
お

よ
び

標
準

報
酬

決
定

通
知

書
）

②
住

民
税

特
別

徴
収

税
額

の
決

定
・

変
更

通
知

書



（
様

式
２

）

舗
装

技
術

者
実

務
経

験
調

書

職
名

氏
名

現
住

所
生

年
月

日

所
属

会
社

名
発

注
者

名
従

事
し

た
工

事
（

工
事

番
号

・
工

事
名

）
職

務
内

容
（

技
術

者
等

の
名

称
）

期
間

年
月

日
か

ら

年
月

日
ま

で

年
月

日
か

ら

年
月

日
ま

で

年
月

日
か

ら

年
月

日
ま

で

年
月

日
か

ら

年
月

日
ま

で

年
月

日
か

ら

年
月

日
ま

で

年
月

日
か

ら

年
月

日
ま

で

上
記

の
と

お
り

相
違

あ
り

ま
せ

ん
。

平
成

年
月

日
氏

名
印

記
載

要
領

１
）

こ
の

調
書

は
，

舗
装

関
係

職
員

届
出

書
に

記
載

し
た

事
業

所
に

配
置

す
る

舗
装

技
術

者
の

う
ち

、
舗

装
工

事
に

関
す

る
現

場
監

督
経

験
（

民
間

工
事

を
除

く
）

を
資

格

要
件

と
す

る
技

術
者

に
つ

い
て

作
成

す
る

も
の

と
し

、
実

務
経

験
年

数
を

確
認

で
き

る
よ

う
記

載
す

る
こ

と
。

２
）

技
術

者
が

１
・

２
級

舗
装

施
工

管
理

技
術

者
の

場
合

は
、

こ
の

調
書

を
作

成
す

る
必

要
は

な
い

。



（
様

式
３

）
機

械
調

書

機
械

名
製

作
所

名
形

式
・

機
械

番
号

等
製

造
年

月
日

取
得

年
月

日
登

録
番

号
備

考

記
載

要
領

１
）

本
調

書
は

、
自

社
所

有
又

は
リ

ー
ス

契
約

し
て

い
る

舗
装

機
械

（
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
ー

､
マ

カ
ダ

ム
ロ

ー
ラ

ー
､
タ

イ
ヤ

ロ
ー

ラ
ー

）
に

つ
い

て
作

成
す

る
。

た
だ

し
，
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
ー

に
係

る
施

工
部

分
を

下
請

負
さ

せ
る
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平成２６年４月１日以降に入札公告する工事に適用

（様式４）震災試行 舗 装 工 事 施 工 職 員 等 専 任 書

平成 年 月 日

（ 発 注 機 関 の 長 ） 殿

請負者 住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

舗装工事について，下記の職員及び機械により施工することとしたので通知します。

記

工事番号・工事名

番号 職 名 氏 名 備 考

１ フィニッシャー運転手

２ マカダムローラー運転手

３ タイヤローラー運転手

４ レーキマン

機 械 名 形式・機械番号等 登 録 番 号 備 考

アスファルトフィニッシャー

マカダムローラー

タイヤローラー

記入要領 １）上記施工職員は，舗装関係職員等届出書（様式１）に登録されている職員から選定する
ことを原則とする。

２）舗装用機械をレンタルする場合は記載を要しない。また，登録番号のない機械は番号
の記載を要しない。

３）アスファルト舗装工の一部を下請負させる場合は，当該職員及び機械について，様式
４－２震災試行に記載する。

従 事 職 員 写 真
№ № № №

職名 職名 職名 職名
氏名 氏名 氏名 氏名

作成要領 １）舗装工事施工職員等専任書の写真対照番号を写真上覧の№欄に記入すること。

２）写真は一年以内に撮影した縦 4.5cm ＊横 3.5cm 脱帽・正面上半身のカラー写真とするこ

と。



平成２４年７月３０日以降に入札公告する工事に適用

（様式４－２）震災試行 舗 装 工 事 施 工 職 員 等 専 任 書
（アスファルト舗装工事に係る施工部分の一部をを下請負させる場合）

平成 年 月 日

（ 発 注 機 関 の 長 ） 殿

請負者 住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

アスファルト舗装工事に係る施工部分を，下記のとおり下請により施工することとしたので通知

します。

記

職員調書

採 用 資格・免許等 実 務 下 請
番号 氏 名 現 住 所 経 験

年月日 取得年月日 資格名等 年 数 業者名

１

２

３

４

記入要領 １）番号１はﾌｨﾆｯｼｬ，２はﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ，３はﾀｲﾔﾛｰﾗｰ，４はﾚｰｷﾏﾝを記入すること。
２）下請負人との雇用関係が確認できる下記の何れかの資料を添付すること。
①健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
（新規雇用者の場合：健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書）
②住民税 特別徴収税額の決定・変更通知書

機械調書

下 請
製 作 所 名 形式・機械番号等 製造年月日 取得年月日 登録番号

業者名

記入要領 １）登録番号のない機械は番号の記載を要しない。
２）下請負人が機械を自社所有又はリース（リース期間３年以上）していることが確認で
きる書類（車検証，リース契約書等）の写しを添付すること。

従 事 職 員 写 真
№ № № №

職名 職名 職名 職名
氏名 氏名 氏名 氏名

作成要領１）職員調書の写真対照番号を写真上覧の№欄に記入すること。

２）写真は一年以内に撮影した縦 4.5cm ＊横 3.5cm 脱帽・正面上半身のカラー写真とすること。


